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「翻訳」 と法 的現実のモザ イク

-クレイム申し立てアプローチの立場か ら-

中 河 伸 俊

キーワー ド: 構築主義、クレイム申し立て、翻訳、美術作品の 「検閲」訴訟、法

的現実のモザイク性

I 社 会 学 にお け る構 築 主義 の現 況 とク レイム 申 し立 て アプ ロー チ

現在、社会学では、構築主義 と呼ばれる研究プログラムは多様であ り (中河

2001b; 上野2001; 厚東1998)、 自称他称 のさまざまな 「構築主義」の外延は、

極言すれば、社会学のそれ とほぼ等 しいものになっている。そうした状況のな

かで、筆者 は、社会問題の社会学 と呼 ばれ る分野 で定式化 された構築 主義

(Spector and Kitsuse 1977; Ibarra and Kitsuse 1993; 中河1999) の研究 プログラ

ムを拠 り所にする。

社会問題研究における構築主義 は、社会問題 (社会病理) を社会の中にある

一定の 「客観的状態」 としてではな く、「社会問題」をめ ぐる人びとの定義活

動 (コミュニケーションを通じて組織される相互行為) の “一続 きの糸”と して

概念化 し、そうした活動のプロセスや活動の組織化の方法 を調査研究の トピッ

クにしようと提唱する。 そうした 「社会問題」をめ ぐる活動のプロセスの口火

をきるのは、 クレイム申し立 て、つま り 「困った or 望 ましくない or 不正 な

or 権利侵害 的な or 放置で きない or 危険な…状 態 or 出来事 or 人 or 事柄 or

事態…が あるから、社会的になんらかの対処 をしなければならない」 という公

共的な呼びかけである。 こうした呼びかけ (ある種の言語行為) は、 ときに肯

定的および否定的なリアクションや論争、 「状態」についての探索活動や 「制

度的対応」などの呼び水 になる。 こうした活動のプロセスは、 しばしば複数の

アリーナ (Hilgartner and Bosk 1988)、 つまり、組織化のされ方が異なる 「問
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題」活動の 「制度的」コンテクス トもしくは環境 (settings) を縦断 して展開

される。た とえば、ある 「環境問題」についてのクレイム申し立ては、「侵害

者」 との私的交渉や 自治体の窓口への苦情の申し立てから、住民団体の組織化

と決起集会へ、 そして新聞への投書やキャンペーン記事、 地方議員への陳情 と

議会質問、大学の研究者による調査 と学会発表へ、 そして住民による提訴へと

いったコースをた どるか もしれない。 こうしたさまざまなクレイム申 し立ての

「現場」には、 どのような形式や内容 をそなえた活動がクレイム申し立て とし

て有意味 (relevant) であり、どのような属性 をそなえた主体 (人や機関 ・団体

等々) にクレイムメイカーとしての資格が認め られ、 さらには、「問題」の性

質や種別や輪郭や原因や当事者性や解決について論 じる際 にどのような種類の

「理論」(説明の様式) が了解可能な (accountable)、 あるいは 「筋の通 った」 も

のとみなされ るのか といった諸点 に関わる、 しばしば大幅に異なる慣行が埋め

込 まれている。

社会問題研究 における構築主義アプローチ (以下、 そのキイワー ドに因んで

「クレイム申し立てアプローチ」 と呼ぶ) にとって、法現象 はさしあた り、(1)

「問題」活動 の “一続 きの糸”が入 った り出た りするア リーナの うちのある種

の もの、つ まり法廷や立法機関な どの <法的ア リーナ> として、 および、(2)

「問題」やその 「解決」な どの定式化に使われる概念のセ ットや理論、解釈技

法などのうちのある種のもの、 つまり 「法的」な言説的資源 として立ち現れる。

したがって、 クレイム申 し立 てアプローチは、法 と社会 (あるいは日常世界)

といったシンプルな二分法 を取 らず、 「法」現象をめ ぐる人び とのゲームを、

数多 くのゲームの一つ として位置づける。その点だけに限っていえば、 このア

プローチは、異なったメディアを介 したコミュニケーション ・システムの機能

分化を想定 し、法 システムを機能分化した諸 システムのうちのワン ・ノヴ ・ゼ

ム として位置づけるルーマ ン流のシステム理論 (馬場2001a) と似た発想に立

つ といえるだろう。

クレイム申し立てアプローチは、アメリカ社会問題学会の理論部会を足場 に

して1970年 代後半に定式化 されて以来、 かなりの数のモノグラフを生み出して
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お り、その中には法の形成 (および廃止) や具体的適用のプロセスに目を向け

た ものも少なくない。 しかし、1980年 代になって、欧州起源のポス トモダン系

思潮 に触発 されて、認識論 レベルのバ トル とい う色彩 の強 い構築主義論争

(Woolgar and Pawluch 1985; 中河1999) が繰 り広げられ、 このアプローチの方

法論的前提の共通理解に亀裂が生 じた。論争の詳細は省 くが、筆者は、 このア

プローチに内在す るエスノメソドロジー的な視点をより徹底することを通 じて、

論争のきっかけとなった 「難問」1)を 擬似問題 とみなす立場をとる。

筆者による自称 “エスノメソドロジーの洞察 に学ぶ構築主義”の 提案は、 ク

レイム申し立てアプローチの基本線を、 いくつかの点で従来の社会学の発想か

ら大きく離れた もの として定式化 し直す試みである (中河1999; 同2001a)。 こ

の提案では、た とえば、(1)「文化」や 「社会構造」や 「心理」、「パーソナリテ

ィ」等々のさまざまな全体化された概念 (計量研究における 「変数」の概念もま

たその種の全体化を前提にする) を説明の用具 として使わない (それらを解析の

リソースではなくトピックにする)、(2)出来事 (を構成する人びとの活動) のつな

が りを、因果 (causation) モデルではな く継起 (sequential) モデルに依拠 し

て、いいかえれば会話の展開がそうであるの と同じように、後続の発話が先行

の発話をコンテクス ト化 し、広い意味での言及の対象にするという関係にある

と考える、(3) 活動 (相互行為) に外部はな く、活動 と場面 (コンテクス ト) と

活動の担い手 (主体) とは、 その活動 によって/そ の活動 の内側 か ら一挙 的

(相互反映的 reflexive) に構成 される と考 える、 といった点が、 クレイム申 し

立てアプローチの要諦 として再確認される2)。

II ア リー ナの移 行 と 「翻 訳」 問題

クレイム申し立てアプローチは、 とりわけ当初 は、「社会問題」をめ ぐるデ

ィスコースとの絡みで、主に法の制度化 ・脱制度化の過程 を研究対象にしてき

た (中河1994)。 それとパラレルな継起的モデルに依 りなが ら、法の具体的な

適用をめぐる人び との作業 (ワーク) に目を向けて きたのが、エマー ソンらが

構想 した トラブルの自然史アプローチである (Emerson and Messinger 1977)。
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このアプローチは、 日本 の法社会学において も既知のものだが (樫村1989)、

近年では、社会問題のワーク研究 とい う新たな枠組み を媒介にして3)、 クレ

イム申し立てアプローチ と合流する傾向にある。エマー ソンらの トラブルの研

究は、「トラブルを抱 えた」人びとが、その トラブルを定義 し解決 しようとす

る活動のプロセスに注 目する。そうしたプロセスの中で、 トラブルはしばしば、

その定義や解決 に利用可能な理論や リソースをそなえた さまざまな個人や機

関 ・団体 (「トラブル処理」に携わる専門家たち) の ところへ持ち込 まれる。そ

してそれはときにはさらに、かれらの間に張 りめ ぐらされた紹介や送致のネッ

トワーク (referral network) をたどって、別の個人や機関 ・団体へと受け渡 さ

れる。 こうした過程を通 じて トラブル とその解決 についての定義が変わ り、そ

の内容が別の形に再構成 されてい くありさまを観察 し解析することが、 トラブ

ルの自然史アプローチの重要な課題 となる。いいかえれば、 このアプローチは、

クレイム申し立て活動における 「ア リーナの移行」 とパラレルな現象に焦点 を

合わせている。

こうしたア リーナ移行の過程では、「問題」の定義やその解決 を定式化する

概念や理論を、新 しいア リーナで使用可能なものへ と 「翻訳」する作業が、 関

係者にとっての実践的関心の対象になる。さまざまな経路 をた どるア リーナ移

行のうち、法社会学の関心に直結するのは、いうまで もな く、提訴や起訴 とい

った手順 を経て、 トラブルや社会問題のクレイムが法のア リーナへ入ってゆ く

プロセスだろう。奇 しくも、日本でのこのアプローチによる先駆的な事例研究

(土井2001; 山本2001) はいずれ も、 トラブルの法のア リーナへの移行の過程

を取 り扱っている。

トラブルや社会問題のクレイムの 「翻訳」をめ ぐっては、少なくとも二つの

種類の研究課題が考えられる。その第一 は、 トラブルや 「問題」のクレイム申

し立て活動の継起的プロセスがア リーナを渡 った (り、渡れなかった り) す る

とき何が起 こるか、 そして、 そうした移行 とともに、 クレイムの言説的編成や

クレイム申し立ての形式 ・方法がどのように変わるかを観察するというもので

ある。た とえば、精神医療 の倫理問題 についての論争 (Spector and Kitsuse
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1977: 6章) は、精神医学会内では 「真実」 をめぐるオープン ・コンテス トの

形 をとるが、 それが法のア リーナに入れば対審制の構図をとることになるだろ

う。あるいは、火災の類焼をめ ぐって起 きた隣人間の紛争が、村落 コミュニテ

ィの中での調停によっては収 まらず法のアリーナに入 るに至 ったとき、「相手

に頭 を下げさせ、 自らの側が まった くの被害者だ と認めさせる」 という、類焼

に会 った家族側が求めてきたことは、家 どうしのではな く個人的な責任追及 と

損害賠償の請求に収斂 していかざるをえない (山本2001)。

しか し、こうしたア リーナを跨 いだ継起的プロセスの研究は、それだけでは

「翻訳」 を取 り扱っているとはいえない、 ということもできる。前節の方法論

についての議論 に明 らかなように、クレイム申し立て活動が 「広がる」、「ア リ

ーナ間を動 く」などというのはメタフォリカルな便宜的表現なのであ り、私た

ちはじつは、社会問題活動を数多 くのローカルな相互行為の連鎖 として捉えて

いる。 とすれば、アリーナAで のクレイム申し立てAと、 それをコンテクス ト

化 して行われるアリーナBで のクレイム申し立てBは、 本来的に別の活動だと

考 えることにな り、したがって、両者が継起 しているからといって自動的に

「翻訳」が起 こっていると考 えることはできない。 ここでルーマ ン流の機能分

化モデル を援用するな ら (馬場2001a)、 そこで起 こっているのは、あるコ ミ

ュニケーシ ョン ・システム (たとえば法のアリーナ) に、あるクレイムが 「ぽ

こっとわき出して くる」といった事態であ り、それ以前の 「過去のクレイム申

し立て活動」は、 そのコミュニケーション ・システムのレリヴァンスに沿って

(ルーマン流にいうならシステムのコー ドの適用を通じて)、回顧的、かつクレイム

その もの と相互反映的に (互いに相手を意味的に支えあう形で) 構成 された もの

にすぎない。 もちろん社会学者は、 クレイムAと クレイムBの 言説編成を比較

し、アリーナAと アリーナBの クレイム申し立てをめ ぐる実践 を比較すること

はで きるが、 それは継起的アプローチ という私たちの社会学的な道具立てを援

用して学的なコミュニケーションの内側で可能になるにす ぎず、特定のコミュ

ニケーション ・システム (たとえば法システム) の観点からみるとき、「翻訳」

という現象はありえない、 ということになる。
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ここか ら、「翻訳」の本来的不可能性や、 いわ ゆる共約不能性 (incommen-

surability) についての哲学的議論に議論 をつな ぐとい う経路 も考えられ るが、

ここではそれは差 し控 えたい。その代わ りに、 このテーマをめぐる第二のリサ

ーチ ・トピックとして、翻訳の可能性についての原理的議論 をいったん脇に置

き、人び とが実際に、そしてしばしばほとん どルーティン的に行っている 「翻

訳」をめ ぐる営みに目を向けることを提案 したい。た とえば、 トラブルの解決

活動の中に登場する トラブル処理屋 (trouble shooter) は、政府や特定の目的
エージエン ト

を掲げる機関 ・団体 の代行者であることもあるが、 きわめてしばしば 「トラブ

ルを抱 える」クライエ ントの代行者である。あるいは、社会問題が 「法廷へ持

ちこまれる」 とき、弁護士はしばしば運動団体に属する原告団の代理人 になる。

そこでは、 トラブル解決活動の代行者は、専門的な語彙や知識 を駆使 してその

ア リーナでのクレイム申し立てを展開す るの と平行 して、 あるアリーナでのク

レイムがクライエン トの 「もともとの」クレイムと本来的には同 じものである

ことをクライエ ントに説明し、納得させなければならない。そこで十分な納得

が得 られなければ、 クライエン ト-代 行者関係が解消されることもあ りうるだ

ろう。 したがって、 クレイムAと クレイムBの 関係 を 「違 うけれ ど同じ」なも

の として了解可能 にする作業は、代行型のクレイム申し立て活動の組織化にと

って、 しばしば重要な戦略的位置 を占めるということができる。つまり、翻訳

自体ではな く、それが翻訳だ と了解 されることが、 問題活動の組織化 にとって

大切なのである。 こうしたことを達成す る作業を、 ここではか りに 「翻訳」の

ワークと呼ぼ う。

もちろん、 いっぽうでは白紙委任的な代行関係 もあるだろう。 また、他方で

は、クライエン トが自分たちの主張がちゃん と翻訳 されているのかどうかを疑

い、 さまざまな探索活動 を行った り、自分たちのクレイムの本来的な翻訳は不

可能である と認識 した りす ることもある4)。 こうした ことの詳細 を含めて、

クレイムの 「翻訳」をめぐるさまざまな営みを観察 し解析することは、クレイ

ム申し立てアプローチにとってだけでな く、法社会学にとって も、きわめて興

味深い課題 といえるだろう。
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III 富 山 県立近 代 美術 館 「検 閲 」訴 訟-一 つの事例

ここでいう富山県立近代美術館 「検閲」訴訟 とは、同美術館収蔵の昭和天皇

の肖像 を材料に使 ったコラージュ版画作品の売却 と、その作品の図版 を収録 し

た美術展の図録470冊 の焼却 とが不法であるとして、1994年6月 に富山県教委

委員長 と教育長 を相手 どって提訴された住民訴訟 と、同年9月 に富山県 (県知

事、教育長) を相手 どって提訴 された国家賠償請求訴訟の総称である5)。 この

訴訟には、提訴に至るまでのクレイム申し立て活動 をみるなら、約8年 の 「前

史」がある。1986年7月 の富山県議会で、二人の県議が同年春に同美術館が購

入し展覧会に出した当該の連作版画を 「非常識」だとして美術館を追求 した。

その新聞報道をみた神社関係者や 「民族派」団体が美術館 と県に激 しく抗議 し、

それを承 けて、 同美術館は同年8月 に、 この作品 とそれを収録 した美術展の図

録 を 「非公開」措置にす るとした。 これが、 この問題 をめぐる活動のプロセス

のいわば発端である。富山県立中央図書館をも巻 き込んだその後の曲折 (中河

1995; 小倉2001) の紹介 はとうてい紙幅の許す ところではないが、 きわめて大

まかにいうな ら、当該作品 ・図録の 「公開運動」 と両者の廃棄 を求める 「民族

派」 との間の、美術館 ・図書館 ・県当局をはさんだ綱引き型のクレイム申し立

て活動が7年 近 く続いたあ と、1993年4月 の作品売却 ・図録焼 却 (以下 「売

却 ・焼却」と略す) によってそうした構図に終止符が打たれ、 「公開運動」側 は

門前払いに終わった県に対する監査請求のあと、上記の提訴に至った。

「公開運動」 といい 「民族派」 といっても、それに相当する一枚岩の団体が

あったわけではない。後者の場合 にも、(以前からある種の母体やネットワーク

があったとはいえ) ある程度組織的な ものが整 えられたのはおそらく、突出 し

て活動的だった県内の神職I氏 の器物損壊裁判6)の 支援 団体が結成 された と

きだっただろう。 ましてや前者の活動は、だれかの呼びかけに応じて 「や りた

い者、 やれる者」が横並びで参加するといういわゆる市民運動的なスタイルで

進められたため、 さまざまな個人、 地元の市民グループや美術家、 メディア関

係者、東京 ・大阪の図書館関係者な どが当面する個々の実践的課題 (美術館 ・
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ア ン デ パ ン ダ ン

図書館等 との 「交渉」、集会やシンポジウム、無鑑査美術展情報公開請求、署名運動、

印刷物製作、監査請求や提訴等々) ごとにかな りその都度的に関わるという流動

的なものであり、つ まり参加者はしば しば入れ替わ った7)。 公開運動が法の

ア リーナに入る際にキイパー ソン (兼スポークスパーソン) の役割 を担 ったの

は、初期か ら作品 と図録の公開 を求める活動の多 くに携わってきた地元大学教

員のO氏 だが、彼のイニシアティヴも基本的には、市民運動型の活動の中でそ

の都度的に実務 を引き受 けることを通 じて発揮された。

公開運動にとって裁判 は、最後の手段 (the last resort; Emerson 1981) だっ

た。県 ・美術館 は、売却 ・焼却措置以降、 「管理運営上の障害」 と 「プライバ

シー侵害の疑い」 という抽象的な二項 目を列挙する8)以 上の理 由説明を拒 み、

公開運動の会見要求にも応じず、 また、 美術家グループによる署名運動や県議

会への陳情 の試みなどにも成果 はなかった。 当該の作品 ・図録が県 (美術館)

の手許にな くなった以上、 コス トがかか り 「勝ち目が薄い」 と予想 されるとは

いえ裁判 をするか9)、 あるいは対美術館の活動を終結す るかの どちらかだと

いうのが、公開運動の少なか らぬメンバーの認識だった。訴訟費用の負担の問

題や、地元に引き受ける弁護士がいないこと、さらには市民運動的な当事者主

義の理念 に鑑みて、 当初本人訴訟 も検討 された。 しかし、法実務の専門家の助

力を得ずに独力で行った監査請求で、名宛人の 「誤 り」の修正に応 じずに請求

が棄却 された とい う出来事があ り10)、さらに、たまたま関西在住 の運動参加

者の知人 に、 こうした 「問題」に関心を持 ちミニマムの訴訟費用負担で代理人

を引き受 けてくれた 「護憲派」のN弁 護士がいたため、公開運動は代理人を立

てての提訴に踏み切 り、<ト ラブル処理屋-ク ライエン ト> 関係が公開運動の

活動の心臓部に組み込 まれることになった。

さて、 ここで当然、公開運動のクレイムの法のア リーナへの 「翻訳」が、 実

践的な課題 となる。公開運動に関わった人たちの関心 は一枚岩ではない (事実、

運動の内側では美術論、天皇制、フェミニズムと差別、公的文化施設のあり方など

多くのことが論じられてきた) が、「管理運営上の障害 という名分の下 に、 『右

翼』の不当な圧力 に屈 して売却 ・焼却 を行 った県は、表現 (芸術) の自由を侵
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した」 というのが、 その 「問題」の定義の基本線であ り、したがって、県によ

る作品の買い戻 しと公開 という 「解決」が求められることになる。 しかし、国

家賠償請求訴訟では、原告の主張は基本的には、 自らの権利の行政機関による

侵害の代償 として金員の支払いを求めるという形式をとらざるをえない。公開

運動 にとっては県の 「悪行」は自明だが、国賠訴訟では、それを告発する原告

の権利侵害の立証が不可欠なのである。原告の中で、権利侵害の立証が比較的

容易なのは、93年 春の作品売却直前に、近代美術館の特別観覧制度 を利用 して、

当該作品の観覧を求め、それを拒否 された人たちだった (事実、二審では覆っ

たが、98年の一審判決は、これに該当する原告への損害賠償を命じている)。いっぽ

う、多 くのしろうとに とって 「いちばんの被害者」は、非公開 ・売却措置 (い

ずれも公立美術館においては前例がない) を受けた連作版画の作者N.O.氏 だが、

いったん作品を手放 した以上、 彼の権利侵害についての立論 はきわめてむずか

しい。

訴訟の準備段階で、「運動」の代理人経験が豊富な弁護士 と、公開運動の実

務な どから一定の法的 リテラシーを得た原告事務局 のO氏 との間で突っ込ん

だ意見交換 と調整が行われた結果、原告側の公判のス トラテジーは、 キャンペ

ーン (裁判官より 「世論」に自らの正しさを訴えるといった) にとどまるのではな

く法のゲームで 「勝ちを狙い」なが ら、同時に、公開運動が裁判 を支えるとい

う体勢に配慮 した ものになった。原告 に作者を加 えた こと、一般市民 として当

該作品の 「鑑賞権」 を侵された と申し立てる原告を加えて 「表現の自由」 と結

びつける論理構成 を模索した こと11)、損害賠償 に加 えて作 品の買い戻 しと図

録の再刊を求める義務づけ訴訟の形をとったことなどが、 その例である。 とく

に、公立美術館 と 「表現の自由」についての原告の論点 は、公開運動の 「しろ

うと」の認識(「表現の自由って、憲法で保障されているんだから、それを破った

県はもちろん負けるんでしょう?」) の法の ことばへの 「翻訳」の試み ともいえ

るだろう。

前節で、 「翻訳」のワークとい う概念を提示 したが、通算40回 をこえる原告

事務局会議で行われた ことの一つはそれだった。遠隔地の弁護士がいわばボラ
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ンティア的に (本人は 「趣味」と韜晦していたが) 代理人活動を引き受 けて くれ

た以上、事務局会議はそのアシス ト業務を分担する場 にもなり、また原告側の

主張についてのアイデアを集めた り、準備書面等の文書の方向性 を承認 した り

する場にもなった。 しかし、何が法的に 「通 る」かの判断は、参加者の意見 も

配慮されるとはいえ、最終的には専門家サイ ドにゆだね られざるをえない。 そ

うした構図の中で、事務局会議、公判後の記者会見 とそのあとの原告用のQ&

Aセ ッション、 さらにそのあ との弁護士 を囲んでの飲み会 は、 しばしば弁護

士お よびO氏 や筆者など 「法廷で進んでいるゲーム」 をある程度飲 み込んで

いる事務局の常連 による、裁判での 「私たち」の主張 と運動のクレイムとをつ

な ぐ 「翻訳」のワークが行われる場になった。 と同時に、 そうした場では、 し

ばしば法のア リーナに移 しかえることができないさまざまな言説が語 られ、

「裁判の限界」が確認 されて、結果的 に一種 のガス抜 きが達成 されることにも

なった。

法のア リーナに入 りに くかった ものの一つが、 アー トの言説である12)。美

術作品の売却 は、会計業務上の観点からいえば単なる県有の物品の売却にすぎ

ず、規則上の手順をみたしている以上法的にはとくに問題 にないと県側は主張

したが、 この 「物品扱い」へのアーティス トの違和感を表明する場 は、裁判 に

はなかった。 さらに、公判が始 まった段階で、運動の中での該当作品について

の 「作品論」の余地は、 ある程度狭 まらざるをえなかった。裁判における原告

側の主張の文脈では、N.O.氏 の作品は、いわれなき攻撃 によって受難 した芸

術的に優れた作品でなければならない。 しか し、富山近代美術館がシュールレ

アリス ト瀧 口修造の遺業 にインスパイアされて出来た (ことになっている) モ

ダンアー トの美術館であ り、問題の版画が一義的理解を拒むコラージュ作品で

ある以上、話 は入 り組んで くる。「読みの多数性」を説 くよ くあるモダンアー

トの鑑賞論 と、「民族派」がいうような 「不敬」(つ まり昭和天皇を貶めることを

意図した) 作品ではな く一種超俗的なアー トであるという原告側が提示 した作

品像 とは、必ず しも一致 しない。 さらに、「優れたアー トは時代を先取 りす る

ために同時代人からは反発 を受 ける」 とか、 「真のモダンアー トは美術館や美
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術/非 美術の区分を否定す る」 とか、「前衛アー トは 『確信犯的に秩序撹乱的』

であるべきであり、この裁判での秩序 (=天 皇) への 『悪意』 を隠 したN.O.氏

作品の提示のされ方はこの問題の原点 とはかけ離れたものだ」(堀2001) とい

ったアーティス ト・批評家の議論は、原告側の法的クレイムにとって、汲み上

げが不可能な 「盲点」に位置する言説だった。

IV 法 の構 築 と日常 性-結 語に代 えて

以上の例示はエスノグラフィックな詳細の記述か らはほど遠いが、少なくと

も筆者がクレイムのア リーナ間の移行に伴う 「翻訳」問題 というとき、 どのよ

うな種類の事柄 を念頭 に置いているかは、ある程度明 らかになっただろう。最

後に、 こうしたアプローチの意義がよりよく理解 されるように、それが前提に

している 「現実」観について数点の指摘 と自注 とを示 したい。

まず、本 シンポジウム13)のテーマである 「法の構築」 という概念について

いえば、私たちの視点からみれば、 それは大づかみにすぎるように思われる。

筆者 はここまで、 「法」に関わるもの として人び とが取 り扱っている事柄や出

来事 というほどの意味で、便宜的に 「法」現象 ということばを使 ってきた。 し

かし、それが指す ものはじつは多様である。た とえば、「富山近代美術館訴訟」

の公判 を 「行 う」 ことと法学のテキス トや論文を書 くこと、公務員が 「法令に

即 した」形で業務 を遂行することと 「市民」が日常生活の中で法について語っ

た り行動の準拠にした りすること、運動団体が法の改正 を陳情することと法に

基づいて刑罰が実施されることとは、相互間に言及関係が成 り立つ可能性があ

るとはいえ、はたして 「一つの同じゲーム」だ といえるだろうか。 その多様性

は、law in action と law on the book の区分 を導入すれば解消する、 とい

った単純な ものではないと思われる。たしかに、「何かをす る」ことと 「何か

をす ることについて語る」 ことは違 うし、法言説が基本的にそれだけで完結す

るようなゲーム (法解釈学や判例解釈、新法案の準備段階での法務省法制局の作業

など) と、それ を具体的 な人や事柄、 出来事な どに実際に当てはめるゲーム

(たとえば 「自殺」のケース認定や 「ストーキング」のラベリングといった) を区別
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して考 える ことは重 要 だ。 その こ とを認 めた上 で、 しか しなお、law in

action だ けでな く law on the book もまた、特定の人 びとが具体的な場面

の中で営む 「法」 をめぐる活動 (つまりは law in action) の一種なのである。

こう考 えることによって、後者 をかっこに入れた り特権化 した りせず、 「法」

をめ ぐる多様な活動の連鎖 (とその相互引用関係) を、対象の多様性 に即 して

捉えるエスノグラフィックな探究の準備が可能になる。

第二に、 こうした 「法」をめぐる活動 と、そうした活動によって成 り立ちつ

つそうした活動を成 り立たせる社会的な場面のあり方について、考えてみたい。

一つの典型 として、裁判を思い浮かべる。裁判の公判 は、比較的統制が行 き届

いた相互行為場面だ ということができるだろうが、 しかし、そういう場面でさ

え、現場にいってみれば (そしてとりわけアーヴィング ・ゴフマンのような注意深

い目で見れば) さまざまなことが起 こっているのが分かる。た とえば、記者に

よる写真撮影や傍聴席のひそひそ話、 弁護士の服装や検事のあ くび、窓の外の

雷や夕立の音を、裁判官を始めとする参与者 は通常、 裁判に とって無関係 (ir-

relevant) の もの として扱 うだろうし14)、証人の不明瞭な発音やちょっとした

いい間違い、書証の番号のつけ間違いや誤字脱字 も 「修正」 して理解されるだ

ろう。不適切発言 は記録から削除され、次回公判日程 を決めるや りとりの詳細

は公判の中身には無関係 とされる。他の種類の場面の場合 と同 じく、法廷の営

みもまた、場面にとって関連ある指 し手 (move) とそれ以外の ものを弁別 し、

その弁別を参与者にとって明らかにするバウンダ リー ・ワーク (境界維持作業)

を通 じて組織化される。私たちのアプローチにとって、法の 「構築」 というと

き、まず 目を向けるべきは、 こうした 「法」にまつわる活動 とその場面の組織

化の方法だということになる。

第三に、そうしてバウンダ リー ・ワークによって内外を切 り分けられた場面

(あるいはアリーナ) 内の 「専門的な」言説実践 は、 しか しじつは、 さまざまな

「他のタイプ」の言説 を寄せ木細工状 に取 り込んだ ものである。富山近代美術

館訴訟では、原告側 はN.O.氏 の作品の芸術性 を示すために美術批評家や画廊

による鑑定書や批評文、 同氏の美術的なキャリア等を呈示 した。 また、県側の
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主張に反駁するために、現職の美術館長の証言 を通 して、作品を傷つけようと

する者か ら保護しながら特別観覧を実施することは技術的に可能だという立論

を試みた。原子力発電所の危険性の評価や亜 ヒ酸の同一性 をめぐる鑑定、被告

の心理状態や責任能力の評価、 ある商標権 の侵害が もたらす金銭的損失の多寡

な ど、さまざまな種類 の非 「法」的な専門的言説 (とその背景 となる 「理論」)

が、裁判の中で しばしば決定的なものとして使われる。 このモザイク性は、具

体的な事例 について判断を下 さなければならない裁判 という 「法」的ゲームの

性質によるところが大きいが、 しか しここで、 そもそも専門的言説 というもの

が一般にモザイク的な ものではないのか という問いをたててみることも無益で

はないだろう15)。こうしたモザイク性 は、先にみた 「翻訳」 とい う研究 テー

マの沃土になる。

それはさておき、第四点 として強調 したいのは、法的であれ、 自然科学的で

あれ、政治的であれ、経済的であれ、 宗教的であれ、 さまざまな専門的言説の

了解可能性 はいっぽうで、 日常言語的資源の使用によって下支えされていると

いうことである。法 と日常世界 という二分法は素朴に過 ぎるが、法の条文のテ

クニカルな規定が意味をなし、説得力 を持つ背景 には、加害や争い、被害者、

責任、 懲罰や贖罪等々についての日常言語的な推論や理解がある。社会問題の

構築主義が提案す るレ トリック分析 (Best 1987; Ibarra and Kitsuse 1993) は、

クレイム申し立ての中で使われる日常言語的資源のある部分に焦点を合わせた

ものだが、 同種のアプローチを 「法」現象の考察のために構想することもでき

るだろう。

第五に、バウンダ リー ・ワークによって具体的な <こ こ ・いま> が切 り分 け

られて種々のアリーナ (システム論的にいえば特定のコミュニケーション・コー ド

によって開かれる言説空間) が 「構築」 されるとすれば、切 り分けの作業が行わ

れる <こ こ ・いま> は、ヌエ的な性格の ものだといえる。前節で、近代美術館

訴訟の事務局会議を訴訟準備 と 「翻訳」のワークの場 として記述 したが、 それ

は同時に、反原発運動や環境保護運動、 障害者の自立生活運動、女性 グループ

の活動などについての情報交換や呼びかけが行われた り、原告中の障害者の日
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常的な介護 に関する打ち合わせがあった り、県内政治の話や知人の消息が語ら

れた り、ときには書籍や美術作品が売 られたりといった、裁判関連以外のさま

ざまなことが行われ る場で もあった。会議参加者 の多様 な様態 とつなが り

(affiliation) は、法廷に焦点 を合わせた 「法的」活動の流れにとっては、影響

を及ぼされる可能性がな くはないとはいえ、非本来的でコンティンジェン ト

(偶有的) な ものであ る16)。馬場 (2001b: 55頁) は、ルーマ ンの所説 を力業で

読み込んで、「区別の一項についての現実 と、区別 によって成立する意味空間

の破綻 としての現実」 とい う二種類 の 「システム理論的現実」を発見する。 こ

うした 「意味空間の破綻」17)のイメージに何ほ どかの リア リテ ィがある とす

れば、それは、 ローカルで具体的な相互行為場面が本来的にヌエ的であるから

だろう。

最後 に、ある種の構築主義的要素 を持つ ようにみえる法の言説分析 (棚瀬

2001) や解釈的法社会学 (和田1996) といった法社会学の分野での新たな試み

と、筆者のアプローチ との異同について、手短に触れておきたい。言語行為へ

の注目、「現実」の持続的構成についての指摘、 コンテクス トへの目配 り等々、

つまりはいわゆる 「語用論的転回 (pragmatic turn)」 への関心 を共有するとい

う意味では、 それ らは私たちのアプローチ とベ ク トルを共有 しているといえる

だろう。 しかし、構築主義的およびポス トモダン的な諸テーマを摂取 した上で、

さらにその先へ行 こうとす る法社会学の分野での試みは、「批判」や 「抵抗」

や 「変革」 といった、 “エンピリカルな構築主義”が規範的だ として退 けるキ

イ概念を、その議論のアキレス腱にしているようにみえる。それはあるいは、

「法」の研究者に とっては譲れない一線 なのか もしれない。そうした違いはあ

るものの、和田の労作の結論部分に含 まれる、経験的事象の説明に 「落下傘部

隊的」もしくは 「天下 り的」な理論を使 うことへの批判 と、多様なものを多様

なままに捉えるエスノグラフィックな探究の推奨 (と筆者には読める) には全

面的に共感する。ポス トモダン的な社会 (人文) 科学批判のあるものは、経験

的な事象そのものを溶解 させ、研究者を 「差異の戯れ」へ と誘 うが、 そうした

論者の非実在論 とペ アになった表象論 には錯誤がある (中河2001a)。 人び と
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が 実 際 に行 っ て い る具 体 的 な 活 動 (games people play) につ ね に 立 ち返 る こ と。

これ が、 筆 者 が 社 会 問 題 の構 築 主 義 か ら学 ん だ、 凡 庸 にみ え て しか し リー チ が

長 い 教 訓 で あ る。

1) いわゆる存在論上の線引 きの恣意的設定 (ゲリマ ンダー リング) 問題。 これ は、ポ

ス トモダ ン ・クリテ ィークが提起 したいわ ゆる 「表象 の危機」論 の、社会問題 の社会学

ヴァー ジョンだとい うことがで きる。

2) ただ し、念のためにい うと、この うちの(3)が、エス ノメ ソ ドロジーが しば しばそ う

誤解 され るような、いわゆる <こ こ ・いま> 限定の 「ミクロ」の研究関心 として理解 さ

れ るな ら、それ は誤 りだ。人 びとの活動 は、 ほとん どつね に過去 の活動 を選択的 にコン

テクス ト化 しなが ら、<こ こ ・いま> の活動の中 で一か ら (from scratch) 作 り出 され

たわ けではないさまざまな リソー ス、つ ま り常識的 ・専門的な概 念や 「理論」、レ トリ

ックやイメージなどを使 って組織化される。 したがって、その意味 では、それはきわめ

て歴史的な ものであ る。ただし、そ ういったか らといって、主流の社会学が しているよ

うに、相互行為の 「外部」 に超越的な 「構造」や 「システム」や 「エイジェンシー」の

存在 を想定 する必要 はない。つ まるところ、人び との活動の中で何 かを達成するために

使われ る日常言語的資源や専門的 な言説資源 は、 それが その場 で 「一 か ら作 り出 され

た」 ものでないとい う意味 では、「外か ら持 ちこまれた」 とい ういい方 もで きるか もし

れ ない。 しかし、そ うした 「外」の語 り方 は、 ミス リーディングだ。ルーマ ンらラディ

カル構成 主義者がい うとお り、コミュニケー ションに外部 はない。意味 を成 り立たせ る

言語 (文化) の 「構造 」は、相互行為 のその場その場 での具体 的な使用 を通 じてしか姿

を現 さないロー カルな ものであ り、言語 の構造 とその使用 とはいわば相同である。相互

行為の 「外」 には (あえてそういういい方 をするなら)、別の相互行為があ るだ けであ

る。四半世紀前 にクレイム申し立てアプローチが初 めて形 を整えた時点での、社会問題

の プロセス、「問題」活動 の “一続 きの糸”を 調べ る という研究方針 は、 じつ は以上の

ような方法論上の要請 を伴 うものだった というのが、筆者の理解 である。

3) ミラー とホルスタイ ンは、公共的 な場 でのクレイム申 し立 て活動 だけでな く、種々

の 「社会 問題」の個別事例 を日常的 ・ルー ティン的に処理 した り、調査 した りしなが ら

構築する人 びとの営みに も目を向ける必要があ ると主張 し、そのエスノグラフ ィックな

解析 を社会問題の ワーク (Miller and Holstein 1997) の研究 と呼 んだ。 いいかえれ ば

それは、 エマー ソンらの継起的モデルの研究対 象の集合的断面に目を向 けようという提

案だ ともいえる。 この社会問題の ワークには、 ソーシャル ワーカーや福祉関係者 や医師

や少年補導員や市民団体 のボランテ ィアの それだけでな く、法の実務家や執行者の営み

も含 まれる。 したがって、 そうした研究のあ る部分 は、 その まま法の ワークの研究で も

あ る (事実、 前掲 の社会 問題 の ワー クにつ いて の ミラー らの論 集 には、エ マー ソ ン
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(Emerson 1994) や ダロー (Darrough 1990) の ような、純然 た る法 の ワー ク研究 と

いっていい ものが再録 され てい る)。

4) こうした 「翻訳」をめ ぐるもろもろの観察 にあた って は、フーコー流の権力論 に性

急に依拠 しないように気 をつ けることが肝要だろ う。専門知識 による支配 がこの系統の

議論のモチー フであ り、それ に対する 「抵抗」が (しばしば 「民衆の したたか さ」 とい

うより古 い紋切 り型 とセッ トで) 発見 され るべ きものとな る。 しか し、経験的現実はつ

ねに複雑 である。た とえば、グブ リアム らが自 らの事例研究 か ら例示 するよ うに (Gu-

brium and Holstein 1990)、 運動な どの反専門家主義があ る文脈の中での 「ドミナ ン ト

な言説」 になることもあるし、複数 の 「専門理論」が競い合 った り妥協 的に接合 された

り入れ子 になった りすることもある。

5) 両訴訟の原告 (筆者 を含む) は後者が前者 を含む形で重複 し、原告事務局 も弁護 士

も同一 であ り、被告側 の訴訟体 勢 も単一、 審理 も同 じ裁判官 によって同 じ日程で行われ

た。

6) I氏 は、県立 中央図書館に収蔵 されて非公開扱いになっていた美術 展の図録が、 日

本 図書館協会図書館 の自由専門員会の指摘を受 けて公開 された直後に、 同図書館内で こ

の図録の当該作 品が掲載 されたペ ージを破 り捨 て、器物損壊罪 に問われた。 この事件 と、

I氏 が以前所属 した 「民族派」 団体の幹部 による富山県知事殴打未遂事件 の二つの 「実

力行使」 は、公判 の開始以前に も以後 にも、県側が 自らの作品の非公開 ・売却等の措置

を正 当化す る理由 として使われた。

7) 事実、 行政監査請求 の前 の段階 で、 そのための勉強会 を開 いていた 「市民運動」グ

ループが、 監査請求 を担い きれない という認識 (プラス、筆者 にも十全 には把握で きて

いないグループ内の微妙なケ ミス トリー) か ら活動休止する、 とい った ことも起 こって

いる。

8) 作品売却の公式 の理 由は、 「(一) 管理運営上の障害/本 作 品について公開、非公 開

等相対立す る見方が あるため、 この作品 を所持す る限 り、今後 とも管理運営上の障害に

なること。/(二) プライバ シーの保護/プ ライバ シー侵害 の疑 いが ある とされる本作

品を保持す ること自体が県に対 する不信感を招 き、社会問題化す ることは避 けられない

こと。」(県 教育委員会が83年4月 に県議会で配 った文書 より) とい うものであ り、(二)

がだれの プライバ シーかの説明 もなされず (裁判で はじめて昭和天皇 のそれ を指す こと

が明 らか にされた)、作品の譲渡先 も 「プ ライバ シーの保護 のた め」に伏せ られた。

9) こうした認識 について は、た とえば小倉 (2000) 参照。 「勝つ」 ことはさておいて も、

行政 に怠 っている説明責任 を果 たさせ、 公 にされて いない事実関係 (たとえば、 「非公

開」 の意思決定は どのようにして行われたのか、 「右翼」 と行政 の間 に どんなや りとり

があったのか、作品 は誰 に譲渡 されたのか等々) を明 らかにするために も、裁判以外の

方法 はない とい う認識が、 公開運動の中にはあった。 しか し、そうした目的 と比 して裁

判 のコス トは高い し (直接の費用 だけでな く一部 の原告に とっての 「県に楯突 く」の有

形無形 のマイナス も見過 ごせない)、 また、結果的 にみ ると、そうした 「知 りたい こと」
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のすべてが、裁判の争点に とって有意味 (relevant) だ とされ、明 らかに されたわけで

もなか った。

10) 監査請求におけるその誤 りを引 きず った住民訴訟 も、い くつかの微 妙な論 点 をめ ぐ

って争われは したが、 結局 この名宛人 の誤 りを理由に門前払いの判決 になった。

11) この系 統の問題提起 や公判 の議 論への コメ ンタ リー として は、差 し当 た り、奥 平

(1988)、 中北 (2000)、 池端 (2001) を参照の こと。

12) 公開運動 の中にあった り接点 を持 った りしなが ら、法的ア リーナに入 らなかった言

説 にはほかに、反天皇制運動の議論やフェ ミニズム批評 (「N.O.作品 を含む近代 美術 に

は性差別が埋 め込 まれている」) な どがある。

13) 本稿は、2002年6月 に九州大学で開催 された、 日本法社会学会 の学術大会 の シンポ

ジウム 「法 の構築」・第1分 科会 「日常世界 と法 の構築」での報告用 レジュメ 「ク レイ

ム申し立てアプローチ と法現象-エン ピ リカルな構築主義 の立場か ら」を書 き縮めた

ものである。

14) ただ し、ルーテ ィン的 に性格、 パー ソナ リテ ィや心の状態 (改悛 の情 があるかない

か等々) が判定の対 象 となる刑事裁判 の被告人 の場合 には、 その見か けや態度 は、rele-

vant な もの として扱われ るか もしれ ない。

15) こうしたことを考えるに当た って、 高齢者 ケアの現場 のモザイク性 を経験 的に指摘

したグブ リアムの著作 (Gubrium 1991) が参考 になる。

16) 私のいう 「翻訳 」のワー クも、 こうした ローカルで具体 的な場 面の中で、 あ くまで

偶有的に達成 され るもの としてイメージされている。

17) 閉 じたコ ミュニケー ション ・システムの中に新 しいクレイムや 「理論」が 「ぽ こっ

とわ き出して くる」のは、 コミュニケー ション ・システム間の共振の結果 だ とされるが、

「意味空 間の破綻」は、 その 「共振」 を馬場流に言 い換 えた ものだ と思われる。
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"Translation" and the Mosaic of Legal Reality: A Few Suggestions according to a

Claims-Making Approach

Nakagawa, Nobutoshi

Claims-making is a key concept in constructionist studies on social problems. This concept makes it

possible to see both social problems and legal phenomena as process-achievements within a sequence

of situated activities. From this claims-making perspective, this paper proposes a few research topics.

One of those is a "translation" problem. A various "social problem" claims and "everyday" claims are

inevitably "translated" into legal claims when they move into legal arena. What various parties, includ-

ing legal and other experts, do when the "translation" is taking place is an important question, both

theoretically and practically.


